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第７章 計画の推進に向けて 
 

１ 計画の推進体制 
 

本計画が基本理念として掲げる、「心も体もすこやかに笑顔あふれるまちづくり」を実現するために、町民

を取り巻く多様な関係機関が一丸となって、課題や目標を共有しながら地域全体の健康づくりに取り組ん

でいくことが重要です。 

町は、教育や子育て支援機関、保健医療機関、地域団体、事業者等と連携・協働体制を構築し、計

画の推進を図ります。 
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２ 計画の進行管理 
 

本計画において設定した行動目標や数値目標については、取組の進捗状況を把握し成果を見える化し

て評価する必要があります。 

そのため、「松島町健康増進総合計画評価委員会」を設置し、中間評価及び最終評価を行い、PDCA

サイクルによる取組を推進します。 

 

 

【計画の推進管理・評価方法のイメージ】 
 

 

 

  
・計画の立案、策定

・施策の見直し

・施策の推進

・施策の評価、分析

・改善策の検討


